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【学位論文（医科学修士）審査のフローチャート】

１年次　①「研究計画書」の提出
　　　　②中間発表会

中間発表会は、自身が発表するだけでなく、他の学生の発表を聞いて理解し、それに対して
質疑応答をすることで、今後の研究計画を明確化し、研究発表の方法・技術を学ぶ場でもあ
るため、勤務上の都合等の自己都合を理由とした欠席は認めない。ただし、以下のやむを得
ない事情により発表できない場合は、その事由が消滅した後に中間発表を行うこととする。
・中間発表の期日に休学している場合
・事故・疾病等※の不慮の事由による場合
・グローバル医科学コース所属学生は、原則英語での発表とする。
・Students in the Global Master Course in principle, presentations must be given in English.
（※新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染性疾患に罹患した場合など）

　　　　③論文投稿前審査（早期修了者のみ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２年次

｢ 論文題目届 ｣の提出（各研究分野経由で学生へ文書通知）
審査委員の推薦（該当主指導教員へ文書依頼）

・論文提出者

・主指導教員の確認

研究科長

教授会

⑧　学位の授与

　論文発表会（公開）２月中旬

⑤　論文審査 

論文審査委員会

①論文提出
　　提出先は、学務課医歯学大学院係

　　修士部会委員による査読

⑥審査結果報告

⑦
論
文
の
可
否

　

修 

了 

判 

定 

②
審 

査 

付 

託

査読の結果を学生へ文書通知
査読の結果に基づく論文の修正・再提出

③審査依頼（主査・副査）

④参加

　質疑
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学位論文（修士 : 医科学）関係諸手続

　学位の授与を受けるためには、修士論文の提出に関し、大学院学則、学位規則等の規程のほかに詳細
な手続上の決まりがありますので、予め、この冊子を熟読し、十分注意のうえ手続をして下さい。

１．標準修了について
（１）修士論文提出の資格

修士論文は、以下の全てを満たす場合に提出できます。
１－１　大学院に１年６ヶ月以上在学していること。
１－２　大学院学則に定める授業科目について 30 単位以上を修得又は修得見込みであること。
１－３　中間発表会において、自身が発表するだけでなく、他の学生の発表を聞いて理解し、そ

れに対して質疑応答をすることで、今後の研究計画を明確化し、研究発表の方法・技術
を学ぶ経験を有していること。
なお、中間発表会について、勤務上の都合等の自己都合を理由とした欠席は認めません。
ただし、以下のやむを得ない事情により発表できない場合は、その事由が消滅した後に
中間発表を行うこととします。
発表時期については修士部会にて審議の上、通知します。
・中間発表の期日に休学している場合
・事故・疾病等※の不慮の事由による場合
　（※新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染性疾患に罹患した場合など）
・その他：中間発表ができない状態であると修士部会において認められた場合
※長期履修学生は、中間発表は許可された最終在学年度の前年度に実施することとします。
※グローバル医科学コース所属学生は、すべて英語での提出・実施とします。

（２）修士論文
１）「鹿児島大学大学院医歯学総合研究科修士論文作成要項」に従って、作成してください。

（３）学位論文の審査委員について
１）主査１名、副査２名とし主査は医歯学総合研究科の准教授以上の教員とします。
２）前項の副査１名は医歯学総合研究科又は附属病院の准教授以上の教員とし、他の１名は医歯学
総合研究科教員資格基準を満たした者とします。

３）副査２名のうち少なくとも１名は、主指導教員と異なる分野の教員から選ぶものとします。
４）教員についてはいずれも特任教員を含むものとします。

（４）学位論文の査読について
　公開学位論文発表会の前に修士課程部会委員によって学位論文の査読が行われます。
査読の結果、修正が必要となった場合は、論文の修正を行い、再提出することとなります。

２．早期修了について
（１）概要

優れた業績を上げた者に対しては、早期修了制度があります。
早期修了者の在学期間に関しては、１年以上在学すれば足りることとなります。
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（２）優れた業績
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科規則第 10 条の２の「優れた業績」とは、修士論文に関する

研究成果の一部となる基礎論文が、本研究科修士課程在学中に行われた研究を主体とした内容で
あって、査読制度の整った評価の高い国際的学術雑誌（ただし、本研究科担当教授から予め推薦さ
れ修士部会が認めた学術雑誌に限る）に筆頭著者として掲載又は掲載決定された論文であることと
します。

（３）早期修了候補者の推薦
指導教員は、優れた業績を上げた者からの希望に基づき、早期修了候補者として研究科長に推薦

することができます。推薦にあたっては、優れた業績を上げていると認められ、かつ、次の各号の
いずれかに該当する者を推薦するものとします。
１）本研究科博士課程へ進学を希望し、一貫性を持った研究指導を受けることによりさらなる国際
的な研究の発展を目指す者

２）本研究科修士課程を早期に修了することにより、社会でのさらなる活躍が期待できる者
（４）早期修了資格の審査

早期修了資格の申請は、次の書類等を学務課医歯学大学院係に提出してください。
審査の結果、早期修了資格を認定された者は、修士論文を提出できます。
① 「指導教員の推薦書（様式１）」
② 掲載証明書又は論文の発行年月日記載書
　（博士課程の様式に準ずる）（受理したと明記されたメールのプリントでも可）
③ 論文の別刷り又は掲載雑誌が明記された投稿論文

（５）早期修了に係る学位論文審査は、標準修了の場合と同様に行います。

３．修士論文提出手続等
（１）修士論文提出手続
１）修士論文提出の時期
修士論文の提出時期は、次のとおりとなっています。提出時期が土曜日又は日曜日、祝日にあた

るときは、その直後の月曜日とします。
　　　① 標準修了予定者 ４月入学者：２年次の１月８日

10 月入学者：２年次の７月８日
　　　② 早期修了予定者 ４月入学者：１年次の１月８日又は２年次の７月８日

10 月入学者：１年次の７月８日又は２年次の１月８日
　２）学位論文提出先

学位論文は、必ず本人が学務課医歯学大学院係に以下のとおり提出してください。
　３）提出書類等

① 学位（修士）申請願（様式２） １部【書面のみ】
② 学位論文１部【書面・データ各１部】
（散逸しないよう製本テープや製本ファイルを使用すること。 ホッチキスのみ
は不可。）
③ 学位論文の要旨（様式３） １部 【書面・データ各１部】
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④ 履歴書（様式４） １部  【書面のみ】
⑤ 修士論文の ｢ 研究の倫理 ｣に関する調査書（様式５）１部  【書面・データ各１部】
※ 倫理等に関する各種委員会の審査を受けている場合は、調査書に承認番号及び承認年月を
明記し、申請書類一式（申請書、研究実施計画書等）及び結果通知書の写しも併せて提出し
てください。

【査読結果受取後、要提出】
⑥ 査読結果に対しての回答（任意様式） １部  【データのみ】
⑦ 修士論文 受領確認書 １部  【書面１部】
⑧ 学位論文（製本されたもの・データ） １部  【書面１部・データ１部】
　（散逸しないよう製本テープや製本ファイルを使用すること。 ホッチキスは不可。）

（２）修士論文発表会
　１）最終試験

論文提出者は、毎年、標準修了の場合、２月（10 月入学者の場合は８月）頃に開催される論文
発表会において、所定の時間内で発表をし、主査・副査ならびに会場の出席者の質疑を受けること
になっています。スライド等のプレゼンテーション資料を準備しておいてください。質問の内容は
学位論文の関連分野を含み、これが最終試験に相当します。
また、論文発表会は、自身が発表するだけでなく、他の学生の発表を聞いて、それに対して質疑

応答をすることで、今後の研究への課題を確認したり、研究発表の方法・技術について学んだりす
る場であるため、勤務上の都合等の自己都合を理由とした欠席は認めません。ただし、以下のやむ
を得ない事由により発表等出来ない場合は、その事由が消滅した後に論文発表会を行うこととしま
す。
・事故・疾病等※の不慮の事由による場合
　（※新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染性疾患に罹患した場合など）
・その他：論文発表が行えない状態であると修士部会において認められた場合

　２）公開の範囲
修士課程の審査においては特許等に係る秘匿性のある内容が含まれております。そのため、公開

範囲は原則、医歯学総合研究科・大学病院・歯学部・医学部所属の者かつ情報管理確認書を提出し
た者に限ります。ただし以下の条件の場合は、認められる場合がありますので事前に医歯学大学院
係へ相談ください。
① 医歯学総合研究科修士課程に入学が決定している者
② 発表者の主査が認めた者（主査に認められた分野に限る）

（３）学位の授与
審査委員会による学位論文の審査結果及び最終試験の結果は、研究科教授会に報告され、修士課

程修了の認定及び学位授与が議決された後、原則として、修了式（４月入学者：３月 25 日／ 10 月
入学者：９月 30 日）に研究科長から学位記が授与されます。
※ 学位授与後は、提出された論文を簡易製本して、学務課医歯学大学院係にて保管することとな
ります。
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４．学位論文作成上の注意事項
（１）学位論文は、「鹿児島大学大学院医歯学総合研究科修士論文作成要項」に記載のとおり作成してく

ださい。
ただし、優れた業績を上げた者（早期修了）は、次の様式に基づく学位論文以外に論文
の別刷りあるいは掲載雑誌が明記された投稿論文も提出してください。

（２）参考論文
　１）参考論文として、申請者がすでに発表した論文を提出することができます。
　２）参考論文を提出する場合は、学位論文の最後の頁に付けて一緒に製本して下さい。

５．その他の提出書類記入上の注意事項
（１）学位論文の要旨（様式３）
　１）論文題目が英語の場合には、題目の下行に（ ）書きで和訳を付記すること。
２）要旨は 1,500 字（Ａ４用紙１枚程度）以内にタイプ印字（活字の大きさは 11 ポイント程度）又は
ワープロ等で印字すること。

３）要旨の内容は、研究目的、対象（材料）と方法、結果・成績、考察、結論、その他に区分して要
約することが望ましい。

４）図表及び写真は挿入しないこと。
（２）履歴書（様式４）
　１）学歴は、高等学校卒業以後の履歴について、年次を追って記載すること。
　２）研究歴は、医歯学総合研究科（修士課程）での研究歴も記載すること。
　３）その他記載例を参照すること。
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鹿児島大学大学院医歯学総合研究科修士論文作成要項
令和４年10月４日
教育委員会修士部会
令和５年６月６日
一 部 改 正
令和８年２月27日
一 部 改 正

医歯学総合研究科（修士課程）学位論文は、本要領に従い作成することとする。

１）修士論文は単著とし、和文または英文で記述する。（グローバル医科学コース所属学生は英文で記
述する。）
なお、雑誌などに投稿中あるいは受理・発行された論文（単著または共著を問わないが、共著の場合
は、論文審査を受ける者が筆頭著者であること）は、そのまま修士論文として提出することはできな
い。しかし、その旨、学位論文の要旨（様式3）の論文題目の下に1 行程度開けて明記し、さらに学位
論文の本文に⑩補足／Supplement として記載して、論文を本作成要項に改めて作成した上で提出す
るのは差し支えないものとする。ただし、入学以前に掲載又は掲載を許可された論文は認めない。

２）第１枚目は、論文表紙（別紙１）を作成する。
　　第２枚目から本文を開始し、頁番号を１として、用紙の中央下に付す。
３）本文はＡ４版、縦位置、横書き、片面印刷とし、上下3.5 ㎝、左右3.0 ㎝の余白を設ける。
４）本文の和文フォントは「明朝」、英文は「Times」あるいはそれらの類似フォントとし、サイズは
和文10～10.5 ポイント、英文は12 ポイントとする。行数は35 行程度とし、データで提出するもの
には行番号をつける。

５）英文の場合は、A４判を使用し、ダブルスペースで印刷し、和文の場合と同様の方法で作成する。
６）表紙は、①表題／Title、②著者の所属（専攻名・分野名等）／Affiliation of author、③著者／
Author、をこの順序で以下の点に留意して作成すること。
1. 表題は、論文の内容を具体的かつ簡潔に示すものとし、論文が日本文の場合は日本語で、英文で
書かれたものの場合は英語で記載すること。

　なお、英語の場合は、表題の下に（ ）書きで和訳を付記すること。
2. 略語は、表題の中ではごく一般化されたもの以外は、原則として使用しないこと。
3. 副題を付けることは差し支えないが、「第一報・・・・・」のような形式は避け、できるだけ簡
潔なものにすること。

4. 著者名は、称号を付けず姓名を略さずに記載すること。

【表紙の様式（Ａ４判の用紙）】
Ａ．表　題（英文の場合は、和訳を付記する）

Ｂ．専攻名等
　　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
　　医科学専攻
　　（研究分野 ○○○○○学 ）

Ｃ．著者名

Ａ

○○○○○○○○○

（　　　　　　　　）

　　　　　　Ｂ　　　　　　

  

 

　　　　　　C　　　　　　
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７）本文は、原則として、以下の項目を順に記載すること。
① 目次／Table of contents
② 略語／Abbreviations
③ 要約／Abstract（形式は自由、和文は600字以内，英文は300語以内）
④ 背景・序論／Background・Introduction（目的／Objective を含む）
⑤ 材料と方法／Materials（Subjects）and methods
⑥ 結果／ Results
⑦ 考察／Discussion
⑧ 結論／ Conclusion
⑨ 謝辞／Acknowledgement
⑩ 補足／ Supplement（該当する場合）
⑪ 倫理面に関する記載／Ethics statement（該当する場合）
⑫ 利益相反／Conflict of Interest
⑬ 引用文献／References
⑭ 図表とその説明／Figures, tables and legends
なお、数字は算用数字を用い、長さ・体積・重さ（度量衡）等の単位はCGS 単位（長さ：cm／
質量：グラム／時間：秒）を用い、ピリオドは付さない。

８）図表は全て表題をつける。図表は本文と独立させて別ページ構成としてよい。また、本文中の適切
な箇所に挿入してもよい。
図の場合は、図の下に通し番号（Figure 1 または図１）、タイトルと図の説明を記し、表の場合は、
表の上に通し番号（Table 1 または表１）、タイトルと表の説明を記す。

９）引用文献は、本文中に引用順の番号を片括弧で記載し、引用文献欄に番号順に書く。
　　著者名は３名までとし、４名以上は、ほか（et al）とする（下記例示）。

（ジャーナルの論文を引用する場合）
著者名 . 論文名 . 掲載雑誌名 . 出版年 , 巻数 , 号数 , p. 始め - 終わり .
※巻数 , 号数 , は巻数 ( 号数 ), の簡略表記でも可。
１）医歯研太郎，医科学花子，鹿児島次郎ほか . 〇〇についての研究 . ▲▲学会誌 . 2022,
　　vol.21, no.6, p.100-105.
２）Ishiken T, Ikagaku H, Kagoshima J, et al. Research on ○○ . Journal of A. 2022, 21(6),
　　p.200-215.
（著書の一部分を引用する場合）
著者名 . ”章の見出し”. 書名 . 編者名 . 版表示 , 出版社 , 出版年 , p. 始め - 終わり , （シリーズ名 ,
シリーズ番号）
１）医歯研太郎，医科学花子．”ウイルスB の性質”. □□論 . 修士一郎編 , 第3 版 ,
　　鹿児島出版社 , 2022, p.300-305.
２）Ikagaku H, Kagoshima J . “Clinical studies for C”. Risks of DE Drugs. Syuushi I ed,
　　３rd ed. Medical and Dental Research Press, 1980, p.450-460.

10）研究の倫理に関する各倫理委員会等の承認を得た研究であれば、その委員会名と承認番号を記載す
ること。

11）論文作成にあたっては、「鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則」
（平成19 年2 月23 日裁定）等に定める「不正行為」を行うことのないよう留意して作成すること。
①捏造：存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
②改ざん：研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果

等を真正でないものに加工すること。
③盗用：他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究
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者等の了解又は適切な表示なく流用すること。
④剽窃：いわゆるコピー＆ペーストで、他人の文章やWeb サイトの文章を学術上のルールに則る

ことなく自分の文章として記載すること。
12） 利益相反の欄には、当該修士論文の研究に、利害関係がある営利団体や関係者が存在しているか
（公的研究費は記載の必要はない）について、以下の記載例を参考にその有無を開示すること。
（研究結果の解釈に影響を受ける利害関係者がその研究に関与している場合、利益相反が
存在する可能性があるので、各自の指導教員に確認すること。利益相反が有ること自体は
問題ではないが、利益相反を正しく開示することが、論文の発表においては重要である。）

＜記載例＞
（利益相反がない場合）
・本論文に関連し、開示すべき利益相反状態はない。
・The author(s) have no conflicts of interest directly relevant to the content of this article.
（利益相反がある場合）
・この研究の○％は [ 企業名 ] からの支援により行った。
・本論文に関連し、[ 企業名 ] から研究助成を受けた。
・About ○ % of this study was supported by [ 企業名 ].
・The author(s) received research grants from [ 企業名 ] to the content of this article.

13） 以上を、左綴じとし、簡易製本して提出する。

　　附　　則
この要項は、令和４年10月４日から実施する。
　　附　　則
この要項は、令和５年６月６日から実施する。
　　附　　則
この要項は、令和８年４月１日から実施する。
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修
士
論
文
の
「
研
究
の
倫
理
」
に
関
す
る
調
査
書

（
様
式
５
）

研
究
分
野
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

修
士
論
文
作
成
者
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
指
導
教
員
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
文
題
目
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
．
以
下
①
～
③
に
つ
い
て
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
従
い
該
当
す
る
選
択
肢
（
Y
ES
/N
O
）
に
○
を
つ
け
、
「
最
終
チ
ェ
ッ
ク
欄
」
に
最
終
的
に
該
当
す
る
規
制
に
〇
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

（
本
チ
ャ
ー
ト
は
、
ヒ
ト
胚
・
幹
細
胞
等
を
用
い
る
研
究
が
ど
の
指
針
等
に
該
当
す
る
か
の
目
安
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
適
用
さ
れ
る
指
針
等
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。
）

規
制

最
終
チ
ェ
ッ
ク
欄

人
ク
ロ
ー
ン
胚
、
動
物
性
集

合
胚

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
帰
省
に

関
す
る
法
律
、
特
定
胚
の
取
扱
に
関
す
る
指

針
（
文
科
省
告
示
）

ヒ
ト
動
物
交
雑
胚
、
ヒ
ト
性

融
合
胚
、
ヒ
ト
性
集
合
胚
、

ヒ
ト
集
合
胚
、
ヒ
ト
胚
分
割

胚
、
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
、
動

物
生
融
合
胚

研
究
不
可

ヒ
ト
受
精
胚
の
作
成
を
行
う
生
殖
補
助
医
療

研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
文
科
省
・
厚
労

省
告
示
）

研
究
不
可

ヒ
ト
ES
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
指
針
（
文

科
・
厚
労
省
告
示
）

ヒ
ト
受
精
胚
に
遺
伝
情
報
改
変
技
術
等
を
用

い
る
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
文
科
・
厚

労
省
告
示
）

研
究
不
可

ヒ
ト
精
子
・
卵
子
・
受
精
卵
を
取
り
扱
う
研

究
に
関
す
る
見
解
（
日
本
産
婦
人
科
学
会
）

※
２

ヒ
ト
ES
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針

（
文
科
省
告
示
）

ヒ
ト
ES
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
（
文
科

省
告
示
）

ヒ
ト
iP
S細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら
の

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
研
究
に
関
す
る
指

針
（
文
科
省
告
示
）

「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
及
び
G
C
P省
令

「
臨
床
研
究
法
」
に
お
け
る
臨
床
研
究
と
し

て
努
力
義
務
対
応

「
人
を
対
象
と
す
る
生
命
科
学
・
医
学
系
研

究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
（
文
科
・
厚
労
・

経
産
省
告
示
）

人
を
対
象
と
し
た
研
究
を
含
ま
な
い

文
部
科
学
省
研
究
開
発
2種
省
令

遺
伝
子
組
換
え
実
験
を
含
ま
な
い

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
48
年
1月
1日
施
行
）

実
験
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
並
び
に
苦
痛
の

軽
減
に
関
す
る
基
準
（
環
境
省
告
示
）

研
究
機
関
等
に
お
け
る
動
物
実
験
等
の
実
施

に
関
す
る
基
本
方
針
（
文
科
省
告
示
）

動
物
実
験
を
含
ま
な
い

※
1　
当
該
指
針
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
「
人
を
対
象
と
す
る
医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
の
規
定
を
適
用
。

※
2　
当
該
見
解
に
お
い
て
、
「
人
を
対
象
と
す
る
医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

※
3　
医
薬
品
等
：
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
医
療
機
器
、
再
生
医
療
等
製
品

【
参
考
資
料
】
　
文
部
科
学
省
　
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
の
広
場
　
生
命
倫
理
・
安
全
に
対
す
る
取
組
　
ht
tp
s:
//
w
w
w
.li
fe
sc
ie
nc
e.
m
ex
t.g
o.
jp
/b
io
et
hi
cs
/s
ei
m
ei
_r
in
ri.
ht
m
l

上
記
の
特
定
胚
の
作
成
を
行

う
研
究
か

胚
の
発
生
、
発
育
等
、
生
殖

補
助
医
療
の
向
上
を
目
的
と

し
た
研
究
か

ヒ
ト
ES
細
胞
分
配
機
関
と

し
て
分
配
作
業
を
実
施
す
る

か

胚
の
発
生
、
発
育
等
、
生
殖
補
助
医
療
の
向
上
を
目
的
と
し
た
研
究
か

医
薬
品
等
※
3を
人

に
対
し
て
用
い
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
医

薬
品
等
の
有
効
性
又

は
安
全
性
を
明
ら
か

に
す
る
研
究
で
あ
る

か
（
臨
床
研
究
法
に

お
け
る
臨
床
研
究
で

あ
る
か
）

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
で
未

承
認
又
は
適
応
外
の
医
薬
品

等
※
3を
評
価
対
象
と
し
て

用
い
る
研
究
で
あ
る
か

医
薬
品
・
医
療
機
器
の
承
認

申
請
を
目
的
と
し
た
臨
床
試

験
で
あ
る
か
？
（
治
験
に
該

当
す
る
か
）

再
生
医
療
研
究
・
医
療
目
的

で
ヒ
ト
胚
か
ら
ヒ
ト
ES
細

胞
の
樹
立
を
行
う
研
究
か

ヒ
ト
受
精
胚
に
ゲ
ノ
ム
編
集

技
術
等
を
用
い
る
研
究
か

②
遺
伝
子
組
換

え
実
験
を
含
む

研
究
か

③
動
物
実
験
を

含
む
研
究
か

①
ヒ
ト
を
対
象

と
し
た
研
究
か

ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行

う
研
究
か

ヒ
ト
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行

う
研
究
か

企
業
等
か
ら
研
究
資
金
等

の
提
供
を
受
け
て
、
当
該

企
業
の
医
薬
品
等
※
3を

評
価
対
象
と
し
て
実
施
す

る
研
究
で
あ
る
か

「
臨
床
研
究
法
」
に
お
け
る
特
定
臨
床
研
究

と
し
て
対
応

ヒ
ト
胚
の
作
成
・
利

用
を
行
う
研
究
か

ヒ
ト
ES
細
胞
の
取
扱

を
行
う
研
究
か
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２
．
１
に
お
い
て
該
当
す
る
規
制
に
基
づ
き
、
倫
理
審
査
を
受
け
た
審
査
機
関
を
選
択
の
う
え
、
各
種
申
請
書
と
承
認
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

□
□

申
請
予
定

□
承
認
済
み

　
承
認
番
号
：

　
承
認
年
月
：

３
．
１
に
お
い
て
当
該
研
究
が
各
種
指
針
等
に
定
め
る
研
究
に
該
当
し
な
い
と
判
断
す
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
以
下
又
は
別
紙
（
様
式
自
由
）
に
記
述
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
さ
ら
に
、
「
研
究
の
倫
理
」
に
関
し
て
そ
の
他
に
対
処
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
例
：
試
料
提
供
者
・
研
究
協
力
者
に
対
す
る
内
容
の
説
明
及
び
同
意
の
確
認
方
法
、

　
　
協
力
者
等
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
扱
う
こ
と
、
個
人
情
報
保
護
の
徹
底
化
、
研
究
成
果
を
公
表
す
る
場
合
の
匿
名
化
へ
の
配
慮
等
）

鹿
児
島
大
学
桜
ヶ
丘
地
区
　
疫
学
研
究
等
倫
理
委
員
会

医
歯
学
総
合
研
究
科
等
総
務
課
研
究
協
力
・
倫
理
審
査
係

鹿
児
島
大
学
　
臨
床
研
究
審
査
委
員
会

鹿
児
島
大
学
病
院
臨
床
研
究
管
理
セ
ン
タ
ー

鹿
児
島
大
学
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
安
全
委
員
会

研
究
推
進
部
研
究
協
力
課

鹿
児
島
大
学
　
動
物
実
験
委
員
会

研
究
推
進
部
研
究
協
力
課

上
記
以
外
の
倫
理
関
係
委
員
会

　
名
称
：

鹿
児
島
大
学
桜
ヶ
丘
地
区
　
臨
床
研
究
倫
理
委
員
会

鹿
児
島
大
学
病
院
臨
床
研
究
管
理
セ
ン
タ
ー

鹿
児
島
大
学
病
院
　
看
護
臨
床
研
究
倫
理
部
会

鹿
児
島
大
学
病
院
　
看
護
部

鹿
児
島
大
学
病
院
　
治
験
審
査
委
員
会

鹿
児
島
大
学
病
院
臨
床
研
究
管
理
セ
ン
タ
ー

委
員
会
名
等

担
当
部
署

状
況

鹿
児
島
大
学
大
学
院
医
歯
学
総
合
研
究
科
　
ヒ
ト
ES
細
胞

研
究
倫
理
委
員
会

医
歯
学
総
合
研
究
科
等
総
務
課
研
究
協
力
・
倫
理
審
査
係
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【記入例】

  Interleukin 8 in human hepatocellular carcinoma correlates with 
cancer cell invasion of vessels but not with tumor angiogenesis
（肝細胞癌においてインターロイキン８は血管新生よりも血管浸潤に関連している）

　血管新生は腫瘍進展に必須な要素の一つで、多くの腫瘍について血管新生因子についての報告がなさ
れてきた。肝細胞癌（以下HCC）は血流豊富な腫瘍で、血管新生はその発育、進展に密接に関わって
いると考えられる。代表的なケモカインである Interleukin-8（以下 IL-8）は、強力な白血球遊走因子で
あると同時に、血管新生因子として知られ、胃癌、肺癌、前立腺癌においては腫瘍因子や、治療成績と
の有意な関連性を報告されているが、HCCとの関連性は明らかでなく、その臨床的意義については一
定の見解を得ていない。そこで学位申請者らは、HCCの臨床検体を用いて IL-8の発現を測定し、その
発現と臨床病理学的因子との関連を比較検討するとともに肝細胞癌細胞に対する IL-8の作用を in vitro
で検討した。HCC切除症例45例を対象とし、IL-8mRNAの発現をRT-PCR 法により測定した。血管新
生の指標としては、抗CD34マウスモノクローナル抗体を用いた免疫組織学的染色を行い、腫瘍内血管
数を測定し、腫瘍内血管密度（micro vessel density、以下MVD）として数量化した。また、培養肝癌
細胞（HepG2）に対する IL-8の効果を判定するために、蛍光標識を用いた proliferation assay、migration 
assay、fluorometric invasion assay を行った。

　その結果、本研究で以下の知見が明らかにされた。
１）IL-8発現は、HCC45例中35例（77％）で陽性、10例（23％）で陰性であった。
２）陽性群と陰性群の間で、多くの臨床病理学的因子（年齢、性別、肝炎ウイルス、肝機能、肝障害度、
腫瘍径、腫瘍数、肉眼形態、分化度、被膜形成、被膜浸潤、再発頻度および5年生存率）について
は有意差を認めなかった。しかし、IL-8陽性群では、有意に組織学的脈管浸襲陽性例が多く、さら
に、Stage I、II 症例よりも Stage Ⅲ、Ⅳ症例が多く認められた。MVDと臨床病理学的因子との関
連は認めなかった。

３）IL-8陽性発現の有無とMVDとの間には有意な関係は認められなかった。
４）HepG2細胞の増殖能に対しては、IL-8は有意な影響を与えなかった。
５）一方、IL-8は HepG2の遊走能・浸潤能を有意に亢進させ、またその遊走能は中和抗体にて有意に抑
制された。

　HCCにおける IL-8の発現は高頻度に観察され、病期（Stage）進行にしたがって IL-8の発現頻度は
高くなっていた。その発現は腫瘍進展に付随する血管新生よりも、むしろ脈管浸潤に代表されるよう
な腫瘍細胞浸潤能などの悪性所見に関与していた。この作用は中和抗体を用いて抑制されることから、
HCC進展に対する抗 IL-8療法の有用性が示唆された。また、今研究で IL-8は癌細胞の遊走、浸潤を促
進する因子であることは示されたが、その一方で IL-8は強力な好中球遊走刺激能をもつ非常に多機能な
炎症性サイトカインであり、炎症と癌浸潤を繋ぐ一つの重要な因子と考えられ、今後抗炎症、抗腫瘍進
展治療の追求が必要な分野である。

　本研究は、肝細胞癌における IL-8の発現と臨床病理学的因子の関連を検討したものであり、その結果
IL-8の発現は、血管新生でなく脈管浸潤、Stage に関係することが示され、また IL-8が癌細胞自身の遊
走能、浸潤能を促進すること、さらにその働きは中和抗体で抑制されることを示した点で非常に興味深
い。よって本研究は学位論文として十分な価値を有するものと判定した。

（別紙）
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鹿児島大学大学院医歯学総合研究科（修士課程） 

学位論文審査手続についての申合せ 

令和４年９月20日 

教育委員会修士部会決定 

                                               令和６年６月25日一部改正 

令和７年４月１日実施 

令和８年２月27日一部改正 

令和８年４月１日実施 

 

１．研究計画書の確認 

    修士部会は、学生から１年次初月に提出のあった「研究計画書」により研究の目的、計画及び 

方法が科学的見地から妥当であるかどうか、研究計画が倫理上の要請に適切に従っているかどう

かを確認する。なお、倫理審査等について、提出時点では承認申請準備中でも構わないが、必要

に応じて修士部会としての指導を行うことがある。研究を開始するにあたっては、指導教員に確認の

上、必ず必要な各倫理関係委員会の承認を得たうえで開始すること（実験実施者としての追加等も

含む）。 

    また、在学中の教育研究活動中に生じた偶発的な不慮の事故に対する最低限の補償として、 

以下の補償１～３のすべてを満たす保険制度に加入する必要がある。 

  ・補償１：正課・学校行事、大学に届けた課外活動、通学、学校施設等の間の移動中に本人が 

ケガをした場合の補償 

    ・補償２：上記のケースで他人を傷つけた場合や他人の物品等へ損害を与えた場合の損害補償 

を補償 

    ・補償３：本人が接触感染した場合の補償 

そのため、「研究計画書」の確認時に、各学生の保険の加入状況についても確認を行い、保険の

加入が確認できない場合、当該学生の「研究計画書」は承認されない。※１ 

 

※１ 既に学生自身が加入している保険でカバーできる場合はこの限りではないが、その場合は、 

現在加入中の保険が上記の内容を満たすものであることを示す書類（保険証書の補償範囲 

が記載されているページの写し等）を提出すること。 

   ※２ 補償３について、原則加入が必須であるが、研究テーマや研究計画が変更となっても接触 

感染する可能性がなく、加入しない場合は、その旨を研究計画書の保険加入状況欄に 

記載すること。（ただし、修士部会での審議の結果、加入を求めることがある。） 

※３  変更申請について：「研究計画書」承認後の変更について、指導教員が確認の上、軽微な 

変更の場合は、申請不要とする。研究の方針転換等、大幅な変更が生じる場合は、都度 

「研究計画書」を提出すること。 

※４ 申請予定の倫理審査について：研究計画書提出時には、現状の内容及び倫理審査の予定 

   について明記することとし、審査承認後、速やかに申請書類および結果通知書を提出する 

こと。 



 

２．中間発表会の実施と修士論文の「研究の倫理」に関する調査書の再確認について 

  （1）中間発表会の実施 

     医歯学総合研究科（修士課程）では、学生が医科学研究の課題の背景・目的、進捗状況等に 

ついて、他の学生あるいは教員に対して発表して説明を行なうための発表会の場として「修士

論文中間発表会」を実施する。 

中間発表会は、自身が発表するだけでなく、他の学生の発表を聞いて理解し、それに対して

質疑応答をすることで、今後の研究計画を明確化し、研究発表の方法・技術を学ぶ場でもある

ため、勤務上の都合等の自己都合を理由とした欠席は認めない。 

ただし、「事故・疾病等※の不慮の事由による場合」等のやむを得ない事情により、発表 

できない場合は、その事由が消滅した後に修士部会にて発表時期を審議したうえで、 

中間発表を行うこととする。 

（※新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染性疾患に罹患した場合など） 

長期履修学生は原則、許可された最終在学年度の前年度に実施することとする。 

 

  （2）修士論文の「研究の倫理」に関する調査書の再確認について 

      学生は、中間発表会開催日まで（標準修了の場合は１年次後期末）に、修士論文の「研究の 

倫理」に関する調査書及び申請書類と結果通知書を再度提出するものとする。 
     修士部会は、再提出された、修士論文の「研究の倫理」に関する調査書を修士部会において 

確認し、当該研究が、必要な各倫理関係委員会の承認を得た上で行われているか確認を行う。 

 

３．学位論文の提出（論文受理） 

     学生は、２年次後期（標準修了の場合）の所定の期日までに、「学位論文」、「修士論文の「研究

の倫理」に関する調査書」及び申請した全ての倫理審査委員会への申請書類とその結果通知書 

などを提出する。 

修士部会委員は、提出された学位論文について、修士論文の書き方や合理性、標準的な質を 

担保するためのチェック（査読）と、学生の研究が、必要な各倫理関係委員会の承認を得た上で 

行われているかの確認を行い、学務課医歯学大学院係を通じて学生へ結果を通知する。 

査読については、学生が大学院係へ論文を提出した後、大学院係から修士部会員へ依頼する 

こととする。 

大学院係から修士部会員に査読依頼を行ってから2日以内に、依頼論文全ての査読を受け 

入れるか、一部を受け入れるかの回答を必須とする。依頼自体を拒絶することは原則不可とする。 

全ての査読を受け入れた場合でも、修士部会委員の健康上あるいは業務上の都合により1人で全

てを査読することが困難な場合には、当該修士部会委員の責任の元、所属分野の他の教員に依頼し

てもよい。 

受け入れられなかった論文については、別の修士部会委員が査読を行うこととするが、専門性を

鑑みて修士部会員以外で修士学生を受け入れている分野の教授が査読を行ってもよいものとする。 

学生は、修士部会員からの査読の結果、修正が必要となった場合は、論文の修正を行い、修士

論文発表会前の所定の期日までに再提出すること。 

なお、提出された修士論文の専門分野の科学的内容の審査は、主査・副査及び修士論文発表



会による審査を主体とし、医歯学総合研究科教授会の議を経て行われる。 

  

４．修士論文発表会の実施 

      論文提出者は、毎年、標準修了の場合、２月（１０月入学者の場合は８月）頃に開催される論文

発表会において、所定の時間内で発表をし、主査・副査ならびに会場の出席者の質疑を受ける。

質問の内容は学位論文の関連分野を含み、これが最終試験に相当する。論文発表会は、自身

が発表するだけでなく、他の学生の発表を聞いて、それに対して質疑応答をすることで、今後の

研究への課題を確認したり、研究発表の方法・技術について学んだりする場であるため、勤務上

の都合等の自己都合を理由とした欠席は認めない。 

   ただし、「事故・疾病等※の不慮の事由による場合」等のやむを得ない事情により、発表 

できない場合は、その事由が消滅した後に論文発表を行うこととする。 

（※新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染性疾患に罹患した場合など） 
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